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先生方、家庭への電話連絡、課題等の準備・発送等、毎日お疲れ様です。 

担任の先生方においては、まだ見ぬ生徒たちの声を聞き、早く会いたいなという気持ち

になったことでしょう。でも、中には未だに連絡のつかない生徒もいます。そんな時は 

学年主任・支援部に相談してくださいね。 

 
 

☆報告・連絡・相談の流れ☆      
 

困り感・問題行動・トラブル等                    

  
           担任・部屋担・教科担等、気づいた職員で  

声かけ・聞き取り 
                    教頭先生、学年主任への 

学級・学年会・寄宿舎での協議及び配慮等     一報も忘れずにね！！ 

           
                               

      ケース会議                        拡大ケース会議 
                                                                                        

該当する職員と支援部とで構成        ケース会議のメンバーに 

管理者を交えて構成 
        

・学部や寄宿舎からの資料と支援方法    ・ケース会議の案をもっての話し合い 

の案をもっての話し合い         ・緊急な事例についてはケース会議を 

※ランチミーティングも含む※        なくしで拡大ケース会議を行う。                                    

                   

 

                 

 支 援 者 会 議 
 

 児童デイ  相談事業所  地域支援センター  病院  児童デイ  計画相談員                                                               

 要保護児童対策協議会  スクールカウンセラー  役所  保護者等 

         
※会議の日程調整とメンバーについては、管理者と支援部が行う。 

    ※電話等で指導助言を仰ぐ場合は支援部が行う。 

    ※訪問して指導助言を仰ぐ場合は支援部を中心にメンバーを決めていく。 


